
学 生 心 得 

 

 本校の学生は、学則及び諸規定を遵守しながら、その教育指針に従って人格形成に努め

るとともに高い教養と専門の知識、技能を身につけるよう努力しなければならない。 

 

（１）学生証について 

 ① 学生証は、本校の学生であることを証明する身分証明書であるので汚損、紛失のない

ように大切に取り扱い、常時携帯しなければならない。 

 ② 学生証の有効期限は、４月１日から３月３１日までの１年間である。 

 ③ 学生証を紛失したときは、直ちに学校事務に届けて、再交付を願いでなければならな

い。 

 ④ 卒業または退学する時は、速やかに学生証を返却しなければならない。 

 

（２）服装について 

   本校の学生として、簡潔・端正にして品位をたもつために制服を定める。 

 ① 通学に際しては、制服を着用しなければならない。 

 ② 学外においても、見学・実習その他本校の名称の下に行動する場合は、制服を着用し

なければならない。 

 ③ 校内・校外実習においては所定の実習衣に着替えるものとする。 

 ④ 春・夏の制服 

   ６月１日より    指定のスカート・ベスト 

             学校指定シャツ（ブルー） 

          ※ スカーフ・ベストについては、７月より９月末まで着用しない。 

   秋・冬の制服 

  １０月１日より    指定のスカート・指定のブレザー 

             ベスト・スカーフ 

             白色無地の襟付き長袖グラウス 

             黒色タイツ可 

 

  正式行事には、指定のブラウス、ストッキングを着用すること。 

 

（３）ロッカー使用について 

 ① ロッカーは、在学期間中貸与する。ただし、指定された場所以外を無断で使用したり、

他学生と交換したりしてはならない。 

 ② ロッカーの鍵は、卒業または転退学時に必ず返納する。 

 ③ ロッカーの鍵を紛失した場合は再製するが、再製の実費は自己負担とする。 

 ④ ロッカー内の品物は常に整理整頓して施錠すること。盗難、その他の事故については、

学校はその責を追わない。 



（４）通学について 

   交通機関別に次の手続きをとること。 

 ① バ ス  定期乗車券購入申込書に必要事項を記入し、事務室より証明書を受けた

のち、学生証とともにバス会社営業所窓口に掲示し購入すること。 

 ② Ｊ Ｒ  通学証明書交付申請書に必要事項を記入し、学生証とともに駅窓口に掲

示し、購入すること。 

 ③ バイク  駐車場使用許可申請書に記入し、所定の料金を添えて届けること。 

 ④ 自動車  駐車場使用許可申請書に記入し、所定の料金を添えて駐車場の割り当て

を受けること。 

        ただし、駐車場の使用許可は、任意保険に加入していることを条件とし、

コピーを申請書に添えることとする。割り当て以外の駐車、割り当てされた

者以外の学内の乗り入れは一切認めない。 

 

   通学の際には、他の交通に十分注意し、事故を防止するよう心がけること。特にバイ

ク利用時のヘルメットの着用、自動車利用時のシートベルトの着用、運転時の携帯電

話の使用禁止は必ず守ること。 

 

（５）団体活動について 

 ① 学生が団体を結成しようとするとき、責任者２名以上の連署をもって所定の様式よ

り少なくとも１０日前に願い出て学校長の承認を得ること。 

 ② 学生が学校以外の諸団体の行動、又は行事に参加しようとする時も前項に準じる。 

 ③ 学生が校内の団体で旅行を計画し、又は合宿を行う場合は少なくとも１０日前に計

画書と保護者の同意書を添えて所定の様式により学校長の許可を受け、旅行、合宿が

終了した場合は、その経過を学校長に書面を以て報告すること。 

 

（６）健康管理について 

 ① 健康診断  

    法律の定めるところにより、毎年１回定期健康診断を実施する。必ず、受診しなけ

ればならない。受診できなかった場合は、他の機関の証明書を提出しなければならな

い。また、風疹・麻疹・流行性耳下腺炎・水疱瘡・Ｂ型肝炎については、抗体検査を

実施する。（様々な施設等に実習に伺うため感染予防を目的とする） 

 ② 学生災害傷害保険 

    本校の教育研究活動中に発生した傷害に対して適用されるもので、学生全員が加

入している。傷害を受けた場合は、直ちに申し出ること。 

 ③ 献 血 

    年２回の献血を日本赤十字社からの要請で、学生に呼びかけている。輸血を必要と

する人々の多くが救われるよう是非協力してほしい。なお、学生の病気の早期発見と

予防にも多いに役立っている。 

 



（７）諸願い、諸届けについて 

    学生はそれぞれの場合に下記諸願い、又は届けを担当者を経て学校長に提出しな

ければならない。 

 ① 休学願 

 ② 退学願 

 ③ 転学願 

 ④ 復学願 

 ⑤ 公欠願（本校が特に認めた理由による欠席） 

 ⑥ 欠席願（病欠１週間以上は診断書添付） 

 ⑦ 忌引届（１親等７日以内・２親等３日以内） 

 ⑧ 改姓届 

 ⑨ 住所変更届 

 ⑩ 保証人（正・副）変更届 

 

（８）アルバイトについて 

    アルバイトを希望するものは学年担当に申請書を提出し、許可を得なければなら

ない。アルバイトは本校の学生にふさわしいものでなくてはならない。学生として不

適当と判断されるような職場で勝手にアルバイトを行うことや学業に差しさえある

と判断されるようなアルバイトは禁止する。 

    途中に変更が生じた場合、直ちに届けを出すこと。 

 

（９）諸証明書等発行について 

 ① 通学証明書 

    学生通学定期乗車券購入に必要な通学証明書は、所定の必要事項を記入の上事務

室に申し込むこと。 

 ② 学生旅客運賃割引書 

    帰省、旅行等でＪＲを利用する場合、運賃割引乗車券購入には、学生旅客運賃割引

書と学生証が必要である。割引書は、所定の用紙に記入の上、事務室に交付を願い出

ること。 

 ③ 在学証明書・卒業証明書・成績証明書等 

    いずれも所定の用紙に提出先を明記して事務室に願い出ること。 

 ④ 学生証の再交付  

    学生証を紛失又は汚損した場合は、直ちに所定の様式による再交付願いを提出し

て再交付を受けること。 

 

 


